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〇評価書の主な変更内容とその理由について 

ここでは、主な修正の代表例のみを抜粋して示しております。 

 【追加】 情報や内容の単純な追加 

 【修正】 間違いや情報の更新に伴う修正 

 【変更】 内容は変わらないが、趣旨の明確化やわかりやすさの観点からの変更。文献追加等に伴う、単純な資料番号の変更 

該当箇所 相違の概要 

第７章 7.1.2騒音 P7.1.2-34  7.1.2.6 評価の結果 (1)評価の手法 2)基準又は目標との整合の視点について、工事騒

音を規制するための比較すべき基準はないことから、工事騒音を規制するものとして特定
建設作業に係る騒音の規制基準値（85dB）を参考値として評価したことを明確にするよう
に文章を変更した。 

→ 修正箇所 Ｐ２参照 

P7.1.2-35  (2)評価の結果 2)基準又は目標との整合に係る評価について、上記と同様基準値を参
考値として評価したことを明確にするように文章を変更した。 

→ 変更箇所 Ｐ３参照 

7.1.3振動 P7.1.3-29  7.1.3.6 評価の結果 (1)評価の手法 2)基準又は目標との整合の視点について、工事の

振動を規制するための比較すべき基準はないことから、工事の振動を規制するものとして
特定建設作業に係る振動の規制基準値（75dB）を参考値として評価したことを明確にする
ように文章を変更した。 

→ 変更箇所 Ｐ４参照 

P7.1.3-30  (2)評価の結果 2)基準又は目標との整合に係る評価について、上記と同様基準値を参
考値として評価したことを明確にするように文章を変更した。 

→ 変更箇所 Ｐ５参照 

7.1.4水質 P7.1.4-235  (2)工事の実施における環境保全措置 1)環境保全措置の検討について、沈砂地を設け

ないが、今後、道路詳細設計や具体な施工計画等を進める上で河川に流出する濁りを防
止又は軽減する措置も含めて検討することを明確にする文章を追加した。 

→ 変更箇所 Ｐ６参照 

P7.1.4-339  d)水素イオン濃度について基準との整合はダム建設前から図られていないことを明確に
するように文章を変更した。 

→ 追加箇所 Ｐ８参照 

7.1.6動物 P7.1.6-698  6)昆虫類の重要な種 (a)オツネントンボ b)直接改変の(i)生息地の改変について、幼虫
と成虫の生息環境を考慮していることが明確になるように文章を変更した。 

→ 変更箇所 Ｐ１０参照 

7.1.7植物 P7.1.7-15 図7.1.7-3について、ダム堤体設置予定区域の植生図を視認できるように修正した。 → 修正箇所 Ｐ１２参照 

P7.1.7-276  (4)環境保全措置と併せて実施する対応 2)移植後の監視について移植の対象種及び移
植先等対応方針について明確にする文章を追加した。 

→ 追加箇所 Ｐ１３参照 

7.1.8生態系 P7.1.8-169  (ⅰ)植生 について、ダムの上流部と下流部でシロヤナギ群落への影響は異なることに
ついて明確にする文章を追加した。 

→ 追加箇所 Ｐ１５参照 

P7.1.8-194  3)典型性（陸域）について、生物に配慮した夜間照明の設置等ついて明確にする文章を
追加した。 

→ 追加箇所 Ｐ１７参照 
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 ・建設機械の稼働に係る騒音の基準又は目標との整合性（１／２） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
建設機械の稼働に係る騒音の基準又は目標との整合性の検討において、「基準との整合は図られている。」とあるが、当該規制基準値
は特定建設作業の場所の敷地境界での基準値であり、集落側の敷地境界の基準値ではないことから、当該規制基準値との整合の判断
ができない。ついては、評価書における記載方法を検討する必要がある。 
 
【質疑への対応】 
鳥海ダムにおいては、騒音規制法第3 条の規定に基づく騒音について規制する地域の指定はされていない。したがって、評価にあたって

は、工事騒音を規制するための比較すべき基準はないことから、騒音規制法第１５条に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準値（
85dB）を参考値として評価した。しかし、評価書では基準値として評価した表現であったため、参考値として取り扱う旨、記載内容を変更す
る。 
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・建設機械の稼働に係る騒音の基準又は目標との整合性（２／２） 

評 価 書 補正評価書（案） 
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・建設機械の稼働に係る振動の基準又は目標との整合性（１／２） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
建設機械の稼働に係る振動の基準又は目標との整合性の検討において、「基準との整合は図られている。」とあるが、当該規制基準値は
特定建設作業の場所の敷地境界での基準値であり、集落側の敷地境界の基準値ではないことから、当該規制基準値との整合の判断が
できない。ついては、評価書における記載方法を検討する必要がある。 
 
【質疑への対応】 
鳥海ダムにおいては、振動規制法第３条の規定に基づく振動について規制する地域の指定はされていない。したがって、評価にあたって
は、工事の振動を規制するための比較すべき基準はないことから、振動規制法施行規則第11条における特定建設作業に係る振動の規
制基準値（75dB）を参考値として評価した。しかし、評価書では基準値として評価した表現であったため、参考値として取り扱う旨、記載内
容を変更する。 
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・建設機械の稼働に係る振動の基準又は目標との整合性（２／２） 

評 価 書 補正評価書（案） 
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 ・工事用道路及び付替道路から発生する濁水への対策・対応方針 
評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
沈砂池の設置を予定している工事箇所として建設発生土処理場、スト
ックヤード、仮置場、プラントヤード造成の４箇所が示されているが、
工事用道路及び付替道路から発生する濁水に対して沈砂池を設ける
予定はないと解してよいか。仮に設置しないとした場合、工事用道路
及び付替道路から発生する濁水への対策・対応方針等について適切
に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
沈砂池を設ける予定はないため、その理由と今後の対応について追
記する。 
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 ・工事用道路及び付替道路から発生する濁水への対策・対応方針【参考資料】 

仮置場 
ﾀﾞﾑｻｲﾄ 
下流 

ダム堤体 付替道路 

転流工 

工事用道路 

付替道路 仮置場 

工事用道路 工事用道路 

付替道路 

河床砂礫 
採取地 

建設発生土処理場 

 

凡  例 
 

      ： 沈砂池設置予定箇所 
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・ダム直下流地点（ダム建設後）でのpHに関する環境基準超過日数の予測、評価（Q69） 
評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
ダム建設後のダム直下流地点でのpH の環境基準超過日数が大幅

に増加すると予測されているにもかかわらず、「水素イオン濃度につ
いては、基準との整合は概ね図られている。」と評価しているが、そ
のように評価した理由・考え方について適切に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
予測対象10 カ年の平均値をみると、ダム直下流地点においてダム
建設前と比較するとダム建設後でpHの環境基準を超過する日数が

増加するが、その下流の各地点では、ダム建設前後で大きな違いは
なく、影響は小さいと判断した。しかし、基準との整合はダム建設前
から図られていないことから、ダム建設前後で大きな変化は見られな
い旨、追記する。 

↑大幅に増加 ↑大きな変化無し 

↑大きな変化無し ↑大きな変化無し 
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凡  例 
 

        「土地又は工作物の存在 
        及び供用」における水素 
        イオン濃度予測地点 
 
        「工事の実施」における 
        水素イオン濃度予測地点 
 
        
 

・ダム直下流地点（ダム建設後）でのpHに関する環境基準超過日数の予測、評価（【参考資料】Q69 
（Q69） 



・昆虫類や底生動物の重要な種の生息環境を考慮した予測評価（Q21） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
「昆虫類、底生動物・幼虫と成虫の生息環境が異なる場合が多いため
、そのことを考慮して予測評価を行う必要がある」という専門家の指摘
があるが、幼虫と成虫の生息環境の違いに生息環境を考慮して予測
評価を行っていることについて、補正評価書に適切に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
昆虫類の5種、底生動物の6種については、幼虫と成虫の生息環境が

異なることから、これらを考慮して予測評価を行っていることについて
記載内容を変更する。 
 
昆虫類：オツネントンボ、ハンエンカクツツトビケラ、ヤチトビケラ、 
      ツマグロトビケラ、ハイイロボクトウの5 種 
 
底生動物：ムカシトンボ、コシボソヤンマ、ホンサナエ、ミヤマサナエ、 
       シノビアミメカワゲラ、クロモンエグリトビケラの6 種 

※他の種も同様に補正 
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・昆虫類や底生動物の重要な種の生息環境を考慮した予測評価【参考資料】（Q21） 
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評 価 書 補正評価書（案） 

・鳥海ダム周辺の現存植生図の修正（Q85） 

【環境省からの質疑】 
「図7.1.7-3 鳥海ダム周辺の現存植生」のダム堤体設

置予定区域の植生図を補正評価書に適切に記載さ
れたい。 
 
【質疑への対応】 
ダム堤体設置予定区域の植生図を視認できるように 
修正する。 
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・植物の重要な種の一部においての移植（Q85） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
植物の重要な主の一部において、想定している移植先及び、どのよ
うな考えに基づき移植先を決定するのか対応方針等を補正評価書
に適切に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
移植の対象種及び移植先等対応方針について追記する。 
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・植物の重要な種の一部においての移植【参考資料】（Q85） 

湿地整備箇所 
        常時満水位～サーチャージ水位 
 

        サーチャージ水位～ダム天端高 
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・シロヤナギ等の群落の予測及び評価（Q91） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
ダムの上流に位置するシロヤナギ等の群落については、冠水頻度
が上昇すると考えられ、ダムの上流と下流とで予測及び評価は異な
ることを、補正評価書に適切に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
ダムの上流部と下流部でシロヤナギ群落への影響は異なることにつ
いて明確にするため、試験湛水時の一時的な変化について予測し
ている旨、追記する。 
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・シロヤナギ等の群落の予測及び評価【参考資料】Q91） 

【ダム下流部の予測に関する記載 評価書P7.1.8-166】Q91） 【ダム上流部の予測に関する記載 評価書P7.1.8-169､170】Q9  



・道路の付替工事における道路照明や夜間工事の照明等の影響（Q93） 

評 価 書 補正評価書（案） 

【環境省からの質疑】 
道路の付替工事において夜間に照明を使用する想定となっており
(P7.1.10-24)、夜間照明の動物への影響について配慮する必要があ
ると考えるため、補正評価書に適切に記載されたい。 
 
【質疑への対応】 
生物に配慮した夜間照明の設置等について追記する。 
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・道路の付替工事における道路照明や夜間工事の照明等の影響【参考資料】（Q93） 

約300m 

付替道路 トンネル 

18 

凡 例 
 

施工設備、ストックヤード等 
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